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素案の全文は、区ホームページ（ホーム→区政情報→広聴→パブリックコメント）からご覧ください。

4 江東区役所 〒135‒8383 東陽 4－11－28 ☎ 3647－9111（代）  令和 5 年（2023年）12月 1 日

障害者計画・障害福祉計画・障害児福祉計画（素案）
の具体的な個所（何章何番について等）へのご意見を
お聞かせください。
 意見募集締切：12/22（金）必着

氏名

住所

※ 区外在住で区内在勤・在学の方は、 
勤務先名・学校名・所在地を記載してください。

年代 ₂₀代以下　₃₀代　₄₀代　₅₀代　₆₀代　₇₀代以上
※ いただいた個人情報は、本パブリックコメント以外

の目的には使用しません。

2　相談・コミュニケーション支援の充実
（1）相談支援および権利擁護体制の充実　基幹相談支援センターの整備等
（2） 情報アクセシビリティの向上　障害特性に配慮した情報提供手段の充実、

情報通信機器の活用促進
（3） 意思疎通支援の充実　手話通訳者等の派遣や、点字への翻訳等による、障

害のある人とない人との相互コミュニケーションの充実

基本目標2 　自立した生活を支える支援の充実

　住み慣れた地域で自立した生活を送ることができるよう、地域での生活を
支えるサービス等の充実と、経済的な基盤への支援に取り組みます。また、
生涯にわたって健康を維持できるよう、保健・医療サービスを拡充します。

1　生活を支えるサービスの充実
（1） 日常生活の支援の充実　法定の障害福祉サービスの適切な提供、区独自

のサービス等の充実
（2）経済的な支援の充実　各種手当や年金の給付等による、経済的負担の軽減
（3） 家族・介護者支援の充実　法定の障害福祉サービスの適正な提供や、レス

パイト支援事業等を通じた、障害者を介護する家族等の支援
（4） 福祉サービスの質の向上　第三者評価の適切な受審促進等を通じた、サ

ービスの質の向上

2　保健・医療の充実
（1）保健サービスの充実　疾病等の予防や障害の早期発見・早期対応等
（2）医療サービスの充実　各種医療費助成制度を通じた、医療費の負担軽減

基本目標3 　就労と社会参加の推進

　本人が希望する場所で働けるよう就労環境の改善を図ります。また、スポ
ーツ・文化芸術等、生活の充実につながる多様な地域活動を推進します。

1　雇用・就労の促進
（1） 就労支援の充実　就労移行支援等の障害福祉サービスの適正な利用の促

進、区独自の取り組みの充実
（2） 就労等の活躍の場の拡大　江東区障害者就労・生活支援センターの継続

した支援等による就労の場の拡大

2　地域における社会参加の充実
（1） 文化芸術・余暇活動の充実　障害のある人でも参加・利用できる制度の充

実や、気軽に文化芸術・余暇活動に親しめる環境づくり
（2） スポーツ活動の充実　障害のある人でも参加できるメニューの拡充や、

気軽にスポーツに参加できる環境づくり

基本目標4 　配慮を必要とするこどもとその家族への支援の充実

　障害のあるこどもの自立に向け、一人ひとりに適した効果的な支援が切れ
目なく受けられるよう、地域における支援体制を強化します。また、その家
族の不安や負担を軽減する取り組みを充実させます。

1　ニーズを踏まえた支援の充実
（1） 障害の早期発見・早期支援の充実　健診や相談活動の充実、発達障害等、

配慮を必要とするこどもやその家庭に対する支援
（2） 障害特性に応じた支援体制の充実　ニーズに応じた適切なサービスの充

実、子育て家族の孤立防止や不安・負担の軽減

2　ライフステージに応じた支援の充実
（1） 療育・保育・就学前教育の充実　療育・保育・教育施設における受け入れ

体制の整備と、施設間の連携強化等による継続的な支援
（2）インクルーシブ教育の推進　能力・特性を最大限伸長できる教育の推進
（3） 放課後の居場所づくりの推進　放課後における障害児受け入れや、「放課

後等デイサービス」の拡充、サービスの質の向上等

基本目標5 　安心して暮らすことのできる環境の整備

　災害時等における支援体制を整備します。また、障害特性に配慮した道路
や公共施設等を整備・改善し、誰にでもやさしいまちづくりを推進します。

1　安全・安心な生活環境の確保
（1） 防災・防犯対策の推進　平常時からの災害や犯罪被害の発生・拡大の防止、

災害時の避難支援の体制づくり等、防災対策の促進

2　やさしいまちづくりの推進
（1） ユニバーサルデザインとバリアフリーの推進　安心で安全な移動環境と

空間の確保に向けたやさしいまちづくりと、バリアフリーの推進

第5章　障害福祉サービス等における目標と見込み
1　成果目標の設定
　国の指針や地域の実情に基づき、施設入所者の地域移行、地域生活支援の
充実、福祉施設から一般就労への移行等に関する目標値を定めます。

2　サービス必要量の見込みと確保のための方策
　障害者総合支援法で定める障害福祉サービスの種類ごとに、令和6年度か
ら令和8年度までの、各年度におけるサービス見込み量を設定します。

3　地域生活支援事業
　障害者総合支援法に基づき、区市町村が地域の実情に応じて実施する事業
で、障害福祉サービスと同様に各事業について令和6年度から令和8年度まで
の見込み量を設定します。

第6章　障害児へのサービス等における目標と見込み
1　成果目標の設定
　国の指針や地域の実情に基づき、障害児支援の提供体制の整備等に関する
目標値を定めます。

2　サービス必要量の見込みと確保のための方策
　児童福祉法に基づく障害児を対象としたサービスの種類ごとに、令和6年
度から令和8年度までの、各年度におけるサービス見込み量を設定します。

第7章　計画の推進に向けて
1　障害者福祉に関する行政等の体制の整備
　障害者福祉施策の総合的な推進のため、区の関係部署、ならびに関係機関
等との連携を進めます。

2　区と区民・関係団体等との連携の推進
　策定および実施にあたって、障害者団体等との連携、ならびに区民等の参
画を進めます。

3面概要つづき

3　計画の進行管理と評価
　江東区障害者計画等推進協議会において、
計画の進行管理や点検・評価を行います。


